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障害者基本計画の概要

１ 計画期間

平成15年度から24年度

２ 計画の考え方

国民誰もが人格と個性を尊重して相互に支え合う共生社会の実現。

３ 四つの横断的な視点

施策を推進する四つの横断的な視点を取り上げ、施策推進の基本方針を明

確化。

（四つの視点）

○ 社会のバリアフリー化

・ ハード、ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化

・ ユニバーサルデザインの観点からのまちづくり、ものづくりの推進

○ 利用者本位の支援

・ 障害者一人一人のニーズに対応したライフサイクルの全段階を通じた

支援

・ 多様かつ十分なサービス確保のため企業等の積極活用も含め、供給主

体を拡充

・ ＮＰＯや地域住民団体との連携・協力の推進

○ 障害の特性を踏まえた施策の展開

・ 個々の障害の特性に応じた適切な施策の推進

・ 現在障害者施策の対象になっていない障害等にも対応

・ ＷＨＯのＩＣＦ（国際生活機能分類）の活用方策を検討

○ 総合的かつ効果的な施策の推進

広域的かつ計画的観点からの施策推進、施策体系の見直し等
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４ 四つの重点課題

重点的に取り組むべき四つの課題を打ち出し、施策を重点化。

（四つの重点課題）

○ 活動し、参加する力の向上

・ 疾病、事故等の予防・防止と治療・医学的リハビリテーションの推進

・ 福祉用具等の研究開発とユニバーサルデザイン化の推進

・ ＩＴ革命への対応

○ 活動し、参加する基盤の整備

・ 地域での自立生活を可能とするため、住宅、公共施設、交通等の基盤

整備と日常生活支援体制の充実

・ 雇用・就業など経済自立基盤の強化

○ 精神障害者施策の総合的な取組

入院医療中心から、退院・社会復帰を可能とするための地域サービス基

盤の整備へ

○ アジア太平洋地域における域内協力の強化

５ 新規・重点施策

○ 啓発・広報

・ 共生社会の理念の普及

・ 公共サービス従事者に対する障害者理解の促進

○ 生活支援

・ 身近な地域での相談窓口の総合化とケアマネジメント体制の整備

・ 地域福祉権利擁護事業、成年後見制度等の利用促進

・ 障害者本人による政策決定プロセスへの関与等の検討など本人活動の

支援

・ 各種障害への対応

高次脳機能障害、強度行動障害、盲ろう等の重度･重複障害への対応

の在り方の検討、難病患者等への支援策の充実等
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・ 施設サービスの再構築

入所施設は、真に必要な場合に限定。施設は在宅サービスの拠点とし

て位置付け、相互利用、身近で利用できる施設を整備。入所施設につい

ては、施設の小規模化、個室化を推進

・ サービスの質の向上

第三者機関によるサービス評価の検討、苦情解決体制の周知

○ 生活環境

・ ユニバーサルデザインに配慮した生活環境

・ ハートビル法、交通バリアフリー法に基づくバリアフリー化の推進

・ 交通安全対策、防災、防犯対策を充実

○ 教育・育成

・ 学習障害、注意欠陥／多動性障害、自閉症などにも対応

・ 関係機関の役割分担の下に適切な支援を行うための個別支援計画を策

定するなど一貫した相談支援体制の整備

・ 盲・聾・養護学校、療育機関に専門機能を有する地域センターとして

の役割を付与

・ 特殊教育に係る免許制度の改善

・ 福祉、医療、労働など幅広い分野との連携を強化

○ 雇用・就業

・ 能力を最大限発揮して働くことができるための条件整備

・ 雇用率制度について、

精神障害者を対象とすることを検討

除外率制度の段階的縮小・廃止

・ 特例子会社制度の積極活用

・ 短時間雇用、在宅就業等の多様な雇用・就業形態の促進

・ ＩＴを活用した雇用の促進

・ 官公需における障害者雇用率達成状況等への配慮の方法を検討

・ 障害者の創業・起業を支援

・ 保健福祉、教育と連携した職業リハビリテーション

・ 職業能力開発における民間教育機関等の活用

・ 雇用の場における人権の擁護
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○ 保健・医療

・ 精神疾患、難治性疾患等についての関係機関によるサービス提供体制

の充実と連携

・ 保健・医療サービス等に関する自主的な情報公開と第三者評価、情報

提供

・ うつ対策等の自殺予防対策、思春期や心的外傷体験への相談体制

・ 精神医療における人権確保のための精神医療審査会の機能充実、適正

化

・ 心神喪失等で重大な他害行為を行った者に対する適切な医療の確保

・ 最新の知見や技術を活用した研究開発の推進

○ 情報・コミュニケーション

・ 情報バリアフリー化の推進

情報活用能力向上のための人的支援、使いやすい情報通信機器の開発

・普及、公共調達において障害者に配慮した情報通信機器の調達に努力

等

・ 電子投票の導入

・ ＩＴ活用による就業の推進

○ 国際協力

「アジア太平洋障害者の十年」が更に10年延長されたことを踏まえた対

応

６ 推進体制

・ 重点施策実施計画の策定

・ 市町村計画の策定支援

・ 計画の必要に応じた見直し

・ 関係する各種法令の見直し等による将来的に必要な法制的整備について

検討


